
公認会計士制度の概要

１．公認会計士とは

公認会計士は、公認会計士法（以下「法」という。）によってその資格が認

められた職業的専門家であり、他人の求めに応じ報酬を得て、

① 財務書類の監査証明の業務

② 財務書類の調製、財務に関する調査、立案、相談の業務

を行うことを業とする。

２．公認会計士の業務

⑴ 財務書類の監査証明業務

企業は、証券取引法に基づくディスクロージャー制度等により、その財務内

容を「損益計算書」や「貸借対照表」等の財務諸表として公開することを義務

づけられており、株主や一般投資家等は、それらを見ることによって、その企

業の経営成績や財政状態を知ることができる。

公認会計士は、それらの財務諸表の内容が適正であるかどうかについて、公

平な第三者の立場から監査を行い、適正であると認めた場合には、その旨を証

明する。

① 法定監査

ア 証券取引法監査（証券取引法第 193条の２）

証券取引所に株式を上場している会社等が、証券取引法の規定に基づ

き提出する貸借対照表、損益計算書その他の財務書類について、監査証

明を行うもの。

イ 商法監査（株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第４条）

資本金５億円以上又は負債総額 200億円以上の株式会社が、商法の規

定に基づいて作成する貸借対照表、損益計算書等について、監査を行う

もの。

ウ 私立学校法人監査（私立学校振興助成法第14条）

私立学校振興助成法に基づき補助金の交付を受けた学校法人が作成す

る貸借対照表、収支計算書その他の財務に関する書類について、所轄庁

が指定する事項について監査を行うもの。

エ 労働組合監査（労働組合法第５条）

労働組合が作成する、すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並

びに現在の経理状況を示す会計報告について正確であることを証明する

もの。
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オ 政党助成法監査（政党助成法第19条）

政党交付金の交付を受けた政党が提出する報告書のうち、政党交付金

の総額、政党交付金による支出の総額等の法律に規定された事項につい

て、監査を行うもの。

カ 協同組織金融機関に対する監査（信用金庫法第37条の２、労働金庫法

第39条の２、協同組合による金融事業に関する法律第５条の５、農林中

央金庫法第24条ノ２）

信用金庫、労働金庫等の協同組織金融機関のうち、政令で定める一定

規模以上のものが作成する業務報告書、貸借対照表、損益計算書等につ

いて、監査を行うもの。

② その他の制度監査

法律には基づかないが、各団体の規約等において制度として定められて

いる監査には、次のようなものがある。

ア 日本体育協会加盟団体監査

イ 中小企業投資育成会社投資先監査

ウ 東京工業品取引所商品取引員監査 等

③ 任意監査（相手方からの要請等に応じ、任意に行う監査）

⑵ 財務書類の調製、財務に関する調査、立案、相談の業務

公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て公認会計士の名称を用いて、

①会計・経理の指導及び助言等、②コンサルティング業務等を行うことがで

きる。

３．公認会計士試験

公認会計士試験は第１次～第３次に分かれており、その執行は公認会計士法

に基づき、公認会計士審査会が行う。（法第５条、第15条）

第１次試験は、第２次試験を受けるのに相当な一般的学力を有するかどうか

の判定を目的としており、大学卒業者等は免除される。

第２次試験は、会計士補となるのに必要な専門的学識を有するかどうかの判

定を目的とし、短答式と論文式に分かれている。この第２次試験に合格すると、

「会計士補」となる資格を得ることができる。

（注）会計士補

会計士補は、公認会計士となるのに必要な技能を修習するため、会計士

補の名称を用いて、監査証明業務について、公認会計士又は監査法人を補

助する。

また、会計士補は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製、財
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務に関する調査、立案、相談を業として行うことができる。

第３次試験は、第２次試験に合格し、１年以上の実務補習、２年以上の業務

補助（又は実務従事）を終えた者が受験でき、この第３次試験に合格すると、

「公認会計士」となる資格を得ることができる。

４．公認会計士審査会

公認会計士審査会は、会計士等に対する懲戒処分に関し調査審議するため並

びに公認会計士試験の執行のために、公認会計士法に基づき金融庁に設置され

ている。（法第35条）

審査会は、10名以内の委員をもって組織され、委員は内閣総理大臣が任命す

る。（法第36条）

５．公認会計士の登録

公認会計士又は会計士補となる資格を有する者が、公認会計士又は会計士補

となるためには、日本公認会計士協会に備えられた「公認会計士名簿」又は

「会計士補名簿」に氏名、生年月日等を登録する必要がある。（法第17条、

第18条）

また、公認会計士の登録を行った者は、日本公認会計士協会へ加入する義務

が生じる強制加入方式となっている。（法第46条の２）

なお、平成14年10月末現在で、公認会計士登録者は14,318名、会計士補登録

者は 4,601名となっている。

６．監査法人

監査法人は、公認会計士法に基づき、５人以上の公認会計士が集まって大蔵

大臣の認可を得て設立する法人である。（法第34条の４）

監査法人は、財務書類の監査証明の業務を主としている。なお、監査証明の

業務に支障のない限り、定款に規定すれば「財務書類の調製、財務に関する調

査、立案、相談の業務」、「会計士補又はその資格を有する者に対する実務補

習」も行うことができる。（法第34条の５）

監査法人制度は、経済の発展に伴う企業の規模の拡大、多角化等に対応し、

充実した監査を行い責任ある証明を行うため、公認会計士の協同組織体である

監査法人を通じて組織的な監査を有効適切に行うことにより、監査水準の向上

を図ることを目的として、昭和41年の公認会計士法の改正により創設されたも

のである。

なお、平成14年10月末現在で監査法人は 147法人となっている。
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７．日本公認会計士協会

日本公認会計士協会は、公認会計士の品位を保持し、監査業務その他公認会

計士業務の改善進歩を図るため、会員の指導、連絡及び監督に関する事務を行

い、並びに公認会計士、会計士補等の登録に関する事務を行うことを目的とし

て、公認会計士法に基づいて設立されている。（法第43条）
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公 認 会 計 士 の 登 録 状 況

監 査 法 人 被 監 査 会 社 数
公 認 会 計 士 会 計 士 補

年 月 末 所 属 公 認 証 取 法 監 査 商 法 監 査 学校法人監査 投資育成会社の
登 録 者 数 登 録 者 数 会 計 士 数 Ａ Ｂ Ｃ 投資先への監査Ｄ

人 人 法人 人 社 社 法人 社
昭和40．３ ２，０８６ ６７５ ２，２２６
45. ３ ４，０６２ ８６９ ２４ ５６２ ２，３１３ ４５７ ４５５
50. ３ ４，９２７ １，５２０ ３４ １，３３１ ２，５３３ ６６４ ６０３
55. ３ ５，８３３ ２，３０３ ５８ １，８５２ ２，７１１ ７２１ ２，８８６ ７１８
56. ３ ６，２３３ ２，１０１ ６３ ２，０７６ ２，７２４ ７４８ ３，４２１ ７４９
57. ３ ６，７１０ １，７９６ ７１ ２，４０８ ２，７４７ ７９６ ３，８５２ ８１８
58. ３ ７，１４８ １，５３２ ７６ ２，４８３ ２，７６３ ８５６ ４，０５４ ８８２
59. ３ ７，３４９ １，５０２ ８３ ２，９２１ ２，７９６ ９１０ ４，１５１ ９２５
60. ３ ７，６２８ １，４５６ ８８ ３，１８５ ２，８４１ ２，１２６ ４，１５７ ９３４
61. ３ ７，８１６ １，５０４ ８９ ３，３０４ ２，８８９ ２，３９９ ４，１３７ ８７４
62. ３ ８，００５ １，６８７ ９０ ３，４９３ ２，９２３ ２，６０８ ４，２７７ ８８９
63. ３ ８，１９５ １，８１５ ９４ ３，６３１ ２，９８４ ２，９０５ ４，４４０ ８９３
平成元. ３ ８，３６０ １，９５６ ９９ ３，７４３ ３，０４０ ３，２２６ ４，６７３ ９２５
２．３ ８，６６８ ２，１７０ ９８ ３，９０６ ３，１８７ ３，６１８ ４，９１５ ９５５
３．３ ９，０２５ ２，３６８ １１２ ４，２７１ ３，３０７ ４，０４１ ５，１１８ ９７８
４．３ ９，２８９ ２，６５２ １２０ ４，５９２ ３，３９２ ４，５７６ ５，３２７ ９９８
５．３ ９，６８２ ２，９５９ １２１ ４，８７４ ３，４６３ ５，０５８ ５，５３０ １，０４８
６．３ １０，１６０ ３，０３７ １２２ ５，１３８ ３，５９６ ５，２９８ ５，６９４ １，０７７
７．３ １０，４３６ ３，３９４ １２２ ５，３８０ ３，８３３ ５，４８３ ５，７７７ １，０８９
８．３ １０，７８７ ３，６０９ １２６ ５，５４９ ３，９６０ ５，６１７ ５，８８０ １，０５８
９．３ １１，１４５ ３，８２９ １２８ ５，７４１ ４，０５９ ５，８０７ ５，９７５ ９９１
１０．３ １１，７２３ ３，８６２ １３５ ５，９８７ ４，１３５ ５，８７８ ６，０８９ ９９０
１１．３ １２，１７８ ３，９３９ １４２ ６，１９９ ４，２１９ ５，８８０ ６，１５５ １，０３９
１２．３ １２，６８２ ４，０８０ １４４ ６，３６７ ４，２２０ ５，９６３ ６，１４１ １，０５３
１３．３ １３，２０９ ４，２８９ １４８ ６，６７７ ４，４４６ ６，０６０ ６，１７６ １，００２
１４．３ １３，７３４ ４，５６９ １４７ ６，８９９ Ｎ．Ａ Ｎ．Ａ Ｎ．Ａ Ｎ．Ａ
１４．10 １４，３１８ ４，６０１ １４７ Ｎ．Ａ Ｎ．Ａ Ｎ．Ａ Ｎ．Ａ Ｎ．Ａ

（注）１．監査法人設立第１号は、昭和４２年１月１９日である。
２．被監査会社数は、日本公認会計士協会の調査による。
３．法定監査は上記のＡ～Ｃのほか「労働組合監査」、「政党助成法監査」等があり、それ以外にはＤを始めとする制度監査及び任意監査がある。
４．Ａには、商法監査の対象となる会社が含まれており、Ｂは、商法監査のみを対象とする会社数である。



公認会計士までのコース

受 験 者

大学（短大を含む）卒業者等

第 １ 次 試 験

（第１次試験免除）

合 格

第 ２ 次 試 験

（短答式試験 ⇒ 論文式試験）

合 格 登 録

会 計 士 補

︵

１ 協会の実務補習所

認定を受けた監査法人又は 年 東 京 ・ 東 海

指導公認会計士による実務補習 以 近 畿 ・ 九 州

上

︶

︵

実 務 従 事 ２ 業 務 補 助

一般企業 年 監 査 法 人

官公庁等 以 会 計 事 務 所

上

︶

第 ３ 次 試 験

（筆記試験 ⇒ 口述試験）

合 格 登 録

公 認 会 計 士



公 認 会 計 士 試 験 の 概 要

第 １ 次 試 験 第 ２ 次 試 験 第 ３ 次 試 験

一般的学力を有するか否か 会計士補となるのに必要な 公認会計士となるのに必要

目 的 の判定 専門的学識を有するか否か な高等の専門的応用能力を

の判定 有するか否かの判定

制限なし ⑴第１次試験合格者 第２次試験に合格し、１年

受験資格 ⑵第１次試験を免除された 以上の実務補習及び２年以

者 上の業務補助又は実務従事

を経た者

国語、数学、外国語（内閣 〔短答式試験〕 財務に関する監査実務、財

府令で英語と規定）、論文 会計学（簿記、財務諸表論 務に関する分析実務、その

、原価計算、監査論）及び 他の会計実務（税に関する

商法 実務を含む）、論文

試験科目 〔論文式試験〕

必須科目は短答式試験科目

と同じ

選択科目は、経営学、経済

学及び民法の中から２科目

筆記試験 短答式試験（択一式を含む 筆記試験及び口述試験

試験方法 ）及び短答式試験に合格し

た者に対しては論文式によ

る筆記試験

⑴大学（短期大学・高等専 ⑴３年以上大学等の教授、 筆記試験で公認会計士審査

門学校を含む）卒業者 助教授の職にあった者及 会が相当と認める成績を得

⑵４年制大学に２年以上在 び博士号を授与された者 た者については、申請によ

学し、44単位以上を修得 ⑵司法試験及び不動産鑑定 りその後行われる２年間の

試験免除 した者 士試験の第２次試験合格 筆記試験を免除する。

⑶司法試験第１次試験又は 者

不動産鑑定士試験第１次

試験に合格した者

⑷専修学校の専門課程を修 （注）⑴、⑵とも直接関連

了した者 等 する科目のみ免除



公 認 会 計 士 審 査 会 の 概 要

① 設置根拠 ：公認会計士法（以下「法」という）第35条

② 設置年月日 ：昭和27年８月１日

③ 設置目的 ：公認会計士、会計士補及び外国公認会計士に対する懲戒処分並び

に監査法人に対する処分に関し、調査審議すること、並びに公認

会計士試験を行うことを目的としている。（法第35条）

④ 委 員 ：○定数１０人以内（現員９人）、非常勤

○公認会計士に関する事項について理解と識見を有する者のうち

から内閣総理大臣が任命

○任期 ２年

⑤ 試験委員 ：公認会計士審査会に、公認会計士試験の問題の作成及び採点を

行わせるため、試験委員を置く。

試験委員は、内閣総理大臣が任命する。（法第38条）

（現在 第１次－８名，第２次－36名，第３次－27名）


